
２．物品の機能を果たすために必要な表示 

 

 １ 意匠登録第 1457720 号  体組成計 

 ２ 意匠登録第 1457992 号  デジタルカメラ 

 ３ 意匠登録第 1467516 号  建設機械用モニタ 

 ４ 意匠登録第 1469250 号  デジタルカメラ 

 ５ 意匠登録第 1469297 号  体組成計 

 ６ 意匠登録第 1470608 号  デジタルカメラ 

 ７ 意匠登録第 1475618 号  エレベーター用液晶表示器 

 ８ 意匠登録第 1475624 号  エネルギー環境管理機 

 ９ 意匠登録第 1475625 号  エネルギー環境管理機 

 １０ 意匠登録第 1486861 号  情報表示器付き鉄道ホーム柵 

 １１ 意匠登録第 1488847 号  血糖値測定器 

 １２ 意匠登録第 1489641 号  鉄道車両用情報表示器 



 

【登録番号】 意匠登録第 1457720 号 

【出願日（出願基準日）】 2012.06.05 

【意匠分類】 J1-2101  W 

【意匠に係る物品】 体組成計 

【意匠に係る物品の説明】 本物品は体組成計であって、液晶表示盤部分を部分意匠として意匠登録を

受けようとする部分とするものである。「正面図」等に示すように、本体部に操

作表示部を装着したままの状態において被験者が本体部の足用電極の上に

乗ることにより体重・体脂肪率等を測定する場合の他、「操作表示部を本体部

から外した状態を示す斜視図」等に示すように、本体部から操作表示部を外

して使用可能である。その場合においては、被験者が本体部の足用電極の

上に乗り、かつ、操作表示部の左右の手用電極を両手で握って測定を行うこ

とにより、人体の各部位の体脂肪率等を測定可能である。また、「正面図にお

ける表示部の拡大図」及び「各部名称を示す参考斜視図」等にも示す２つの

表示部中、上方の表示部は全体又は部位別の体重・体脂肪率等を数値で被

験者に知らせるものであり、下方の表示部は、予め入力した身長や、本物品

の使用によって求められる体重及び生体電気インピーダンスから求められる

アスリート指数を示すものである。アスリート指数は、「通電状態における実線

部分の参考拡大図１」乃至「通電状態における実線部分の参考拡大図４」に

示すように、下方の表示部の最下段の目盛りが右側に伸びれば伸びるほど、

被験者の状態がアスリートに近いことを示しており、被験者のアスリート指数

に応じて、人型のマークが目盛りの先端部近傍の上方に表示される。 

【意匠の説明】 実線で表した部分は、部分意匠として意匠登録を受けようとする部分である。

背面図、底面図及び右側面図は、意匠登録を受けようとする部分が表れない

ため省略する。 

【部分意匠】  

 

【正面図】 

 

 

 

【正面図における表示部の拡大図】 

 

 

 

【実線部分の拡大図】 

 

 

 

【通電状態における実線部分の 

参考拡大図１】 

 

 

 

【通電状態における実線部分の 

参考拡大図２】 

 

 

 

【通電状態における実線部分の 

参考拡大図３】 

 

 



 

 

【通電状態における実線部分の 

参考拡大図４】 

 

 

 

【左側面図】 

 

 

 

【平面図】 

 

 

【各部名称を示す参考斜視図】 

 

 

 

 

 

 

 



 

【登録番号】 意匠登録第 1457992 号 

【出願日（出願基準日）】 2012.07.03 

【意匠分類】 J3-231 W 

【意匠に係る物品】 デジタルカメラ 

【意匠に係る物品の説明】 デジタルカメラの背面に設けられた表示部に、デジタルカメラの撮影方向を示

すための方位画像が表示される。方位画像は、円環と、円環の上側にＮのマ

ークと、円環の中心にカメラのマークを有する。また、大まかな撮影範囲を示

す扇形の画像が円環の内側に表示される。扇形の画像は、カメラのマークを

中心として、デジタルカメラの撮影方向に応じて表示される（表示部拡大図及

び変化した状態を示す表示部拡大図）。 

【意匠の説明】 実線で表した部分が、部分意匠として意匠登録を受けようとする部分である。

一点鎖線は、部分意匠として意匠登録を受けようとする部分とその他の部分

の境界のみを示す線である。 

【部分意匠】  

 

【背面図】 

 

 

【表示部拡大図】 

 

 

【変化後を示す表示部拡大図】 

 

 

【右側面図】 

 

 

【平面図】 

 

 

 

 



【登録番号】 意匠登録第 1467516 号 

【出願日（出願基準日）】 2012.12.06 

【分類】 G2-29330 W 

【意匠に係る物品】 建設機械用モニタ 

【意匠に係る物品の説明】 この意匠に係る物品は「建設機械用モニタ」であり、本体正面部に配置された

画像表示部において建設機械の状態に関する各種情報を表示するためのも

のである。 

【意匠の説明】 色彩を付して表した画像表示部が、部分意匠として意匠登録を受けようとする

部分であり、破線で表した部分は画像表示部以外の本体部である。 

【部分意匠】  

  

【正面図】 

 

【右側面図】 

 

 

 

 

【平面図】 

 

 

 

 



【登録番号】 意匠登録第 1469250 号 

【出願日（出願基準日）】 2012.08.06 

【分類】 J3-231 W 

【意匠に係る物品】 デジタルカメラ 

【意匠に係る物品の説明】 本物品はカメラの傾きを感知する水準器機能を有するデジタルカメラである。

表示部中央下部に表される図形は、カメラの傾き状態を確認するための水準

器表示であり、該図形の中央に上下に三角状に表示される目盛の形状、およ

び該目盛を上下に移動する線分によってカメラのあおり方向の傾き（仰角）を

示し、図形中央の線分を中心に回動する線分によってカメラの水平方向の傾

きを示す。完全に傾きの無い状態では、正面図に示す通り、図形中央の線分

は水平であり、該線分を中心に回動する線分も水平に重なり、図形中央に上

下に表示される目盛りは図形中央の線分を挟んで上下に対象に表示される。

「変化の状態を示す正面図１」は水平方向に傾いている場合の表示状態を示

す。「変化の状態を示す正面図２」はあおり方向に傾いている場合であり、下

向きであれば「変化の状態を示す正面図３」、上向きであれば「変化の状態を

示す正面図４」のように目盛りが変化する。「変化の状態を示す正面図５」は何

れの方向も傾いている場合の表示状態を示す。 

【意匠の説明】 水色部分以外の部分が部分意匠として意匠登録を受けようとする部分であ

る。 

【部分意匠】  

  

【正面図】 

 

【変化の状態を示す正面図１】 

 

 

 

 

【変化の状態を示す正面図２】 

 

 

 

 

【変化の状態を示す正面図３】 

 

 



 

【変化の状態を示す正面図４】 

 

 

 

【変化の状態を示す正面図５】 

 

 

 

 

【右側面図】 

 

 

 

 

 

【平面図】 

 

 

 

 

【参考正面図】 

 

 

 

 

【変化の状態を示す参考正面図】 

 

 

 



【登録番号】 意匠登録第 1469297 号 

【出願日（出願基準日）】 2012.09.25 

【分類】 J1-2101 W 

【意匠に係る物品】 体組成計 

【意匠に係る物品の説明】 本物品は体組成計であって、「各部名称を示す手用電極を取り外した状態の

参考斜視図」に示すように、被験者が４つの足用電極の上に乗り、かつ、左右

の手用電極を両手で握って測定を行うことにより、体重・体脂肪率等のみなら

ず、人体の各部位の体脂肪率等を測定可能である。 

【意匠の説明】 赤色に着色した部分以外の部分が、部分意匠として意匠登録を受けようとす

る部分である。「背面図」、「右側面図」及び「底面図」は、意匠登録を受けよう

とする部分が表れないため省略する。 

【部分意匠】  

  

【斜視図】 

 

【手用電極を取り外した状態の斜視図】 

 

 

 

 

【平面図】 

 

 

 

 

【左側表示部拡大図】 

 

 



 

【印刷された図形等のみを示す左側表示部拡大図】 

 

 

【通電状態の一例を示す左側表示部参考拡大図１】 

 

 

 

【通電状態の一例を示す左側表示部参考拡大図２】 

 

 

【表示部の参考拡大図】 

 

 

 

【各部名称を示す手用電極を取り外した状態の参考斜視図】 

 

 

 

 

 

 



 

【登録番号】 意匠登録第 1470608 号 

【出願日（出願基準日）】 2012.10.30 

【意匠分類】 J3-231 W 

【意匠に係る物品】 デジタルカメラ 

【意匠に係る物品の説明】 この意匠に係る物品は、デジタルカメラである。本願意匠において、登録を受けようとす

る部分は、デジタルカメラの表示画面の一部であって、カメラ撮影の設定操作に用いら

れるものである。登録を受けようとする部分に表れる略円形状部は、左からシャッター速

度表示設定、絞り表示設定、ＩＳＯ表示設定のための表示部である。背面図において表

示画面の右側に表れる本体に設けられた各種操作ボタンによって設定操作を行うもの

である。 

【意匠の説明】 部分意匠として登録を受けようとする部分を実線で、それ以外の部分を破線で表してい

る。一点鎖線は登録を受けようとする部分とそれ以外の部分との境界のみを示すもので

ある。 

【部分意匠】  

  

【背面図】 

 

【表示画面の拡大図】 

 

   【平面図】 

 

 

【右側面図】 

 

 

【使用状態を示す参考図】 

 

 

 



 

【登録番号】 意匠登録第 1475618 号 

【出願日（出願基準日）】 2012.12.11 

【意匠分類】 F5-100   W 

【意匠に係る物品】 エレベーター用液晶表示器 

【意匠に係る物品の説明】 本物品は、主としてエレベーターの操作盤に組み込んで使用する液晶

表示器であって、進行方向、階数及び日時等の表示に加え、降下時や

減速時に発電した電気（回生電力）を返還する際の運転状態を表示す

るものである。また、「表示内容を示す参考正面図」に表された運転状

態の表示部分の画像は、初期状態において、正面視で上段の表示部

内の種々の位置、例えば表示部の右上方や左上方等に表示させるこ

とが可能である。本物品の「正面図」に表された図形及び文字等は、通

電状態において表れるものである。 

【意匠の説明】 実線で表した部分が、部分意匠として意匠登録を受けようとする部分

である。左側面図は右側面図と対称につき、左側面図を省略する。底

面図は平面図と対称につき、底面図を省略する。「表示内容を示す参

考正面図」中、平行斜線部は透光性を有する。 

【部分意匠】  

  

【正面図】 

 

【右側面図】 

 

【平面図】 

 

 

【表示内容を示す参考正面図】 

 

 

【使用状態を示す参考正面図】 

 

 

 



【登録番号】 意匠登録第 1475624 号 

【出願日（出願基準日）】 2012.12.27 

【分類】 H7-110 W 

【意匠に係る物品】 エネルギー環境管理機 

【意匠に係る物品の説明】 本願物品は、電力などのエネルギーの供給や消費量などが集中的に管理さ

れている複数の地域において、電力会社等からの供給状況や各地域で行っ

ている充電状況などを管理する管理機である。表示画面には、破線で表した

管理地域の地図が表示されており、複数の管理地域から状況を確認する地

域を選択すると、選択された地域内で集中管理されている地域の系統図が表

示され、各地域での外部からの電力供給状況や充電状況及び地域内での電

力のやり取りが表示されると共に、各地域での消費状況が表示される。 

【意匠の説明】 実線で示した部分が、部分意匠として意匠登録を受けようとする部分である。 

【部分意匠】  

  

【正面図】 

 

 

 

 

【表示画面の拡大図】 

 

 

【右側面図】 

 

 

 

【平面図】 

 

 

【実施状態を示す参考図】 

 

 

 

 



【登録番号】 意匠登録第 1475625 号 

【出願日（出願基準日）】 2012.12.27 

【分類】 H7-110 W 

【意匠に係る物品】 エネルギー環境管理機 

【意匠に係る物品の説明】 本願物品は、電力などのエネルギーの供給や消費量などが集中的に管理さ

れている地域において、ビルなどの個別ごとに消費量を表示させる管理機で

ある。消費量などの状況を確認するビルなどを選択すると、表示画面の下方

に表示されているビルなどの下方に、消費電力量に見合ったエコポイントなど

が表示され、表示画面中央部には現在までに消費している本日の消費電力

量に関する情報が表示される。 

【意匠の説明】 実線で示した部分が、部分意匠として意匠登録を受けようとする部分である。 

【部分意匠】  

  

【正面図】 

 

【表示画面の拡大図】 

 

 

【右側面図】 

 

 

 

【平面図】 

 

 

【実施状態を示す参考図】 

 

 

 

 



【登録番号】 意匠登録第 1486861 号 

【出願日（出願基準日）】 2013.04.26 

【分類】 L3-500 W 

【意匠に係る物品】 情報表示器付き鉄道ホーム柵 

【意匠に係る物品の説明】 本物品は、情報表示器付き鉄道ホーム柵である。「正面図」の表示部に表さ

れた画像は、情報表示器付き鉄道ホーム柵の機能を果たすために必要な表

示を行うものである。かつその画像は、この物品にあらかじめ記録されている

ものである。またその「Ａ－Ａ、Ｂ－Ｂ部分拡大図」からも分かるように、この画

像は、鉄道ホーム内で到着する列車を待っている乗客のために、次発或いは

次々発の列車の運行状況（どの駅の間か、或いは何分後に到着するか等）を

知らせるためのものである。 

【意匠の説明】 実線で表した部分が、部分意匠として意匠登録を受けようとする部分である。 

【部分意匠】  

  

【正面図】 

 

【Ａ－Ａ、Ｂ－Ｂ部分拡大図】 

 

 

 

 

【右側面図】 

 

 

 

 

【平面図】 

 

 

 

【使用状態を示す参考図】 

 

 

 



【登録番号】 意匠登録第 1488847 号 

【出願日（出願基準日）】 2013.05.14 

【分類】 J1-51 W 

【意匠に係る物品】 血糖値測定器 

【意匠に係る物品の説明】 本意匠に係る物品は、血液中の血糖値を測定する機器である。本物品を使用

する際は、試験片の先端に血液を付け、本物品の孔部に試験片を挿入し測

定する。本物品には、液晶表示画面を備えており、液晶表示画面には、例え

ば、測定履歴、測定、設定、インフォメーション等が本画面にて選択できる。 

【意匠の説明】 実線で表した部分が、部分意匠として意匠登録を受けようとする部分である。

一点鎖線は、部分意匠として意匠登録を受けようとする部分とその他の部分

との境界のみを示す線である。背面図及び底面図、左側面図は意匠登録を

受けようとする部分が表れないため省略する。 

【部分意匠】  

  

【正面図】 

 

【平面図】 

 

 

 

 

【右側面図】 

 

 

 

 

【使用状態を示す参考正面図】 

 

 

 



【登録番号】 意匠登録第 1489641 号 

【出願日（出願基準日）】 2013.04.26 

【分類】 F5-100 W 

【意匠に係る物品】 鉄道車両用情報表示器 

【意匠に係る物品の説明】 本物品は、ほぼ縦１対横３．６の横長の液晶画面を使用した鉄道車両用情報

表示器であり、車両内側の乗降口上部にほぼドア巾に合わせて設置されるも

のである。正面図の表示部に表された画像は、鉄道車両内に設置され、乗客

に対し様々な情報を表示する鉄道車両用情報表示器の成立性に照らして不

可欠なものである。かつその画像は、鉄道車両用情報表示器の有する機能に

より表示されるものである。この横長の液晶表示は、通常、路線図や次駅案

内を表示するが、横長の画面を情報内容により区分けし、乗客にとって便利

な多様な情報も提供できるものとなっている。使用状態を示す参考図の表示

に示されているように、例えば天気、ニュース、株価、広告、提携するデパート

の催事等を表示することで、乗客が乗車中に様々な情報を入手することがで

きる。 

【意匠の説明】 実線および濃淡で表した部分が、部分意匠として意匠登録を受けようとする部

分である。左側面図は右側面図と、底面図は平面図と対称のため、左側面図

及び底面図を省略する。 

【部分意匠】  

  

【正面図】 

 

【右側面図】 

 

 

 

 

【平面図】 

 

 

 

 

【使用状態を示す参考図】 

 

 



 

【表示部名を表す参考図】 

 

 

 

【電車内出入口上部に設置された状態を表す参考図】 

 

 

 


